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報告事項４ 習志野都市計画生産緑地地区の
変更について

令和８年２月６日(金) 令和７年度第３回習志野市都市計画審議会

資料２



習 志 野 市
Narashino City

1

生産緑地地区の概要

●生産緑地地区は農地の持つ多様な機能の内、特に緑地機能に着目し、
良好な都市環境の形成に資することを目的としています。

●生産緑地地区に関する都市計画の決定(当初決定)
平成４年１１月２４日(１０８地区、約２０．５４ha)

●現在、市内に７９地区(約１３．６１ ha)

●今回、廃止３地区、一部廃止１地区、
鷺沼特定土地区画整理事業における仮換地指定に伴う変更１３地区、
追加１地区により、８０地区(約１２．８１ha)

●生産緑地に指定されると

・農地等として管理の義務付け

・原則的に農業用施設や農産物直売所等以外の建築、宅地の造成、

土地の形質変更等の行為は不可

・買取申出制度に基づく税制面での優遇措置（固定資産税等）
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買取申出制度の仕組み

あっせん不調の
場合には

行為制限の解除

買取申出

主たる従事者の死亡等

指定後３０年経過※

買取る旨の通知
（１か月以内）

価格の協議（成立しない場合は
収用委員会への裁決申請）

農林漁業希望者へのあっせん

法律の目的に従った適切な管理
（公園、緑地等として整備）

農地等とし
ての生産緑
地の管理

※特定生産緑地に指定されている
場合は当該指定から10年経過

買取らない旨の通知
（１か月以内）
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位置図

51-3号鷺沼台第11生産緑地地区

凡 例

廃止区域
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位置図

87号 大久保第9生産緑地地区

88号 屋敷第1生産緑地地区

凡 例

廃止区域
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位置図

131号 谷津第39生産緑地地区

凡 例

廃止区域
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位置図

凡 例

廃止区域

追加区域
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51－3号 鷺沼台第11生産緑地地区

●生産緑地指定 ： 平成４年１１月２４日

●面 積 ： 約０．０７ha (一部廃止)

●買取申出日 ： 令和７年 ８月２９日

●買取申出の理由 ： 主たる従事者の死亡

●市内部・県機関 ： 令和７年 ９月 ４日から
への照会 令和７年 ９月１２日まで

●買取有無通知 ： 令和７年 ９月１７日

●あっせん ： 令和７年 ９月１７日から
令和７年１１月１３日まで

●行為制限の解除 ： 令和７年１１月２９日
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51－3号 鷺沼台第11生産緑地地区 撮影日：令和8年1月20日

①

①

②

②

③

③

①
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87号 大久保第9生産緑地地区

●生産緑地指定 ： 平成４年１１月２４日

●面 積 ： 約０．０５ha (廃止)

●買取申出日 ： 令和７年 ７月２８日

●買取申出の理由 ： 主たる従事者の死亡

●市内部・県機関 ： 令和７年 ８月１２日から
への照会 令和７年 ８月２０日まで

●買取有無通知 ： 令和７年 ８月２１日

●あっせん ： 令和７年 ８月２１日から
令和７年１０月１４日まで

●行為制限の解除 ： 令和７年１０月２８日



習 志 野 市
Narashino City

10

87号 大久保第9生産緑地地区 撮影日：令和8年1月20日
③

①①

②

②

③

③
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88号 屋敷第1生産緑地地区

●生産緑地指定 ： 平成４年１１月２４日

●面 積 ： 約０．２８ha (廃止)

●買取申出日 ： 令和７年 ７月２８日

●買取申出の理由 ： 主たる従事者の死亡

●市内部・県機関 ： 令和７年 ８月１２日から
への照会 令和７年 ８月２０日まで

●買取有無通知 ： 令和７年 ８月２１日

●あっせん ： 令和７年 ８月２１日から
令和７年１０月１４日まで

●行為制限の解除 ： 令和７年１０月２８日
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88号 屋敷第1生産緑地地区 撮影日：令和8年1月20日

①

①

②

②

③

③
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131号 谷津第39生産緑地地区

●生産緑地指定 ： 平成１９年３月２０日

●面 積 ： 約０．０６ha (廃止)

●買取申出日 ： 令和 ７年５月１５日

●買取申出の理由： 主たる従事者の死亡

●市内部・県機関： 令和 ７年５月２６日から
への照会 令和 ７年６月 ５日まで

●買取有無通知 ： 令和 ７年６月１０日

●あっせん ： 令和 ７年６月１０日から
令和 ７年８月１２日まで

●行為制限の解除： 令和 ７年８月１５日
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131号 谷津第39生産緑地地区 撮影日：令和8年1月20日

①

①
ｒ

②

② ③

③
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138号 鷺沼第23生産緑地地区 他12地区

●生産緑地指定 ： 令和５年３月１４日

●面 積 ： 変更前 合計約１．５４ha
変更後 合計約１．１６ha
(仮換地指定に伴う変更)

●土地区画整理事業
組合設立許可 ： 令和５年９月２０日

●仮換地指定 ： 令和７年９月１７日

●仮換地指定効力発生： 令和７年９月２５日

（鷺沼特定土地区画整理事業区域内）
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151号 鷺沼第36生産緑地地区

●面 積 ： 約０．０４ha（追加）

●変更理由 ： 地権者からの指定要望により
新たに追加する

●土地区画整理事業
組合設立許可 ： 令和５年９月２０日

●仮換地指定 ： 令和７年９月１７日

●仮換地指定効力発生： 令和７年９月２５日

（鷺沼特定土地区画整理事業区域内）
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内容 予定時期

千葉県との事前協議 令和８年３月上旬

案の縦覧 令和８年３月中旬

習志野市都市計画審議会へ付議 令和８年５月中旬

千葉県との法定協議 令和８年６月中旬

都市計画決定（告示） 令和８年７月中旬
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